
関係法令（抜粋） 

 

道路運送車両法 

（定義） 

第二条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 

２ この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しく

は架線を用いないもの又はこれにより牽けん 引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であ

つて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。 

３ この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により

陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽け

ん 引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。 

４ この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で

軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん 引して陸上を移動させることを目的として製作し

た用具であつて、政令で定めるものをいう。 

５ この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用

い方に従い用いること（道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。）をいう。 

６ この法律で「道路」とは、道路法（昭和二十七年法律第百八十号）による道路、道路運送法（昭和二十六

年法律第百八十三号）による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。 

７ この法律で「自動車運送事業」とは、道路運送法による自動車運送事業（貨物軽自動車運送事業を除く。）

をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。 

８ この法律で「使用済自動車」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成十四年法律第八十七号）

による使用済自動車をいう。 

９ この法律で「登録識別情報」とは、第四条の自動車登録ファイルに自動車の所有者として記録されている

者が当該自動車に係る登録を申請する場合において、当該記録されている者自らが当該登録を申請している

ことを確認するために用いられる符号その他の情報であつて、当該記録されている者を識別することができ

るものをいう。 

 

道路交通法 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

十 原動機付自転車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて次に掲げるも

ののうち、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等以外のものを

いう。 

イ 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いる車（ロに該当するものを

除く。） 

ロ 車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、そ

の運転に関し高い技能を要しないものである車として内閣府令で定める基準に該当するもの 

（自動車の種類） 

第三条 自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、

中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車（側車付きのものを含む。以下

同じ。）、普通自動二輪車（側車付きのものを含む。以下同じ。）及び小型特殊自動車に区分する。 

 



道路交通法施行規則 

（一般原動機付自転車の総排気量等の大きさ） 

第一条の二 道路交通法（昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。）第二条第一項第十号イの内閣府令

で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量について

は〇・〇五〇リツトル(二輪のもののうち、構造上出すことができる最高出力が四・〇キロワット以下の原動

機を有するものにあつては、〇・一二五リットル)、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他の

ものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。 

（自動車の種類） 

第二条 法第三条に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ（以下こ

の条において「車体の大きさ等」という。）は、次の表に定めるとおりとする。 

自動車の

種類 

車体の大きさ等 

大型自動

車 

大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重

量が一一、〇〇〇キログラム以上のもの、最大積載量が六、五〇〇キログラム以上のもの又は乗車

定員が三〇人以上のもの 

中型自動

車 

大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車

で、車両総重量が七、五〇〇キログラム以上一一、〇〇〇キログラム未満のもの、最大積載量が

四、五〇〇キログラム以上六、五〇〇キログラム未満のもの又は乗車定員が一一人以上二九人以

下のもの 

準中型自

動車 

大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車

以外の自動車で、車両総重量が三、五〇〇キログラム以上七、五〇〇キログラム未満のもの又は最

大積載量が二、〇〇〇キログラム以上四、五〇〇キログラム未満のもの 

普通自動

車 

車体の大きさ等が、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、

普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない

自動車 

大型特殊

自動車 

カタピラを有する自動車（内閣総理大臣が指定するものを除く。）、ロード・ローラ、タイヤ・ロー

ラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、

モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファル

ト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動

車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及

び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車（この表の小型特殊自動車の項において「特

殊自動車」という。）で、小型特殊自動車以外のもの 

大型自動

二輪車 

総排気量が〇・四〇〇リットルを超え、又は定格出力が二〇・〇〇キロワットを超える原動機を有

する二輪の自動車（側車付きのものを含む。）で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの 

普通自動

二輪車 

二輪の自動車（側車付きのものを含む。）で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動

車以外のもの 

小型特殊

自動車 

特殊自動車で、車体

の大きさが下欄に該

当するもののうち、

一五キロメートル毎

時を超える速度を出

すことができない構

車体の大きさ 

長さ 幅 高さ 

四・七〇

メ ー ト

ル以下 

一・七〇

メ ー ト

ル以下 

二・〇〇メートル（ヘッドガード、安全キャブ、安全

フレームその他これらに類する装置が備えられてい

る自動車で、当該装置を除いた部分の高さが二・〇〇

メートル以下のものにあつては、二・八〇メートル）



造のもの 以下 

備考 車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとし

て内閣総理大臣が指定する三輪の自動車については、二輪の自動車とみなして、この表を適用する。 

 

 

使用済自動車の再資源化等に関する法律 

（定義） 

第二条 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第二条第二項

に規定する自動車（次に掲げるものを除く。）をいう。 

一 被けん引車（道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させること

を目的として製作した用具であるものをいう。以下この項において同じ。） 

二 道路運送車両法第三条に規定する小型自動車及び軽自動車（被けん引車を除く。）であって、二輪のもの

（側車付きのものを含む。） 

三 道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車（被けん引車を除く。） 

四 前三号に掲げるもののほか政令で定める自動車 

２ この法律において「使用済自動車」とは、自動車のうち、その使用（倉庫としての使用その他運行以外の

用途への使用を含む。以下同じ。）を終了したもの（保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他の自動車の使用を

終了したときに取り外して再度使用する装置であって政令で定めるものを有する自動車にあっては、その使

用を終了し、かつ、当該装置を取り外したもの）をいう。 

３ この法律において「解体自動車」とは、使用済自動車を解体することによってその部品、材料その他の有

用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいう。 

４ この法律において「特定再資源化物品」とは、自動車破砕残さ及び指定回収物品をいい、「特定再資源化等

物品」とは、特定再資源化物品及びフロン類をいう。 

５ この法律において「自動車破砕残さ」とは、解体自動車を破砕し、金属その他の有用なものを分離し、こ

れらを回収した後に残存する物をいう。 

６ この法律において「指定回収物品」とは、自動車に搭載されている物品であって、次の各号のいずれにも

該当するものとして政令で定めるものをいう。 

一 当該自動車が使用済自動車となった場合において、解体業者が当該使用済自動車から当該物品を回収し、

これを自動車製造業者等に引き渡してその再資源化を行うことが、当該使用済自動車の再資源化を適正か

つ円滑に実施し、かつ、廃棄物の減量及び資源の有効な利用を図る上で特に必要なもの 

二 当該物品の再資源化を図る上で経済性の面における制約が著しくないと認められるもの 

三 当該自動車が使用済自動車となった場合において、当該物品の再資源化を図る上でその物品の設計又は

その部品若しくは原材料の種類が重要な影響を及ぼすと認められるもの 

７ この法律において「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成十三

年法律第六十四号。以下「フロン類法」という。）第二条第一項に規定するフロン類をいう。 

８ この法律において「特定エアコンディショナー」とは、自動車に搭載されているエアコンディショナー（車

両のうち乗車のために設備された場所の冷房の用に供するものに限る。以下同じ。）であって、冷媒としてフ

ロン類が充てんされているものをいう。 

９ この法律において「再資源化」とは、次に掲げる行為をいう。 

一 使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部と

して利用することができる状態にする行為 

二 使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部であって燃焼の用に供することができ



るもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することができる状態にする行為 

10 この法律において「再資源化等」とは、再資源化及びフロン類の破壊（フロン類法第六十九条第四項の規

定による破壊をいう。以下同じ。）をいう。 

11 この法律において「引取業」とは、自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業（自動車の所有

者の委託を受けて当該所有者が指定した者に使用済自動車を引き渡すために行う運搬のみを行う事業を除

く。）をいい、「引取業者」とは、引取業を行うことについて第四十二条第一項の登録を受けた者をいう。 

12 この法律において「フロン類回収業」とは、使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーか

らフロン類の回収を行う事業をいい、「フロン類回収業者」とは、フロン類回収業を行うことについて第五十

三条第一項の登録を受けた者をいう。 

13 この法律において「解体業」とは、使用済自動車又は解体自動車の解体を行う事業をいい、「解体業者」

とは、解体業を行うことについて第六十条第一項の許可を受けた者をいう。 

14 この法律において「破砕業」とは、解体自動車の破砕及び破砕前処理（圧縮その他の主務省令で定める破

砕の前処理をいう。以下同じ。）を行う事業をいい、「破砕業者」とは、破砕業を行うことについて第六十七

条第一項の許可を受けた者をいう。 

15 この法律において「製造等」とは、次に掲げる行為をいう。 

一 自動車を製造する行為（他の者（外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第六条

に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。）の委託（主務省令で定めるものに限る。以下この

項において同じ。）を受けて行うものを除く。） 

二 自動車を輸入する行為（他の者の委託を受けて行うものを除く。） 

三 前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為 

16 この法律において「自動車製造業者等」とは、自動車の製造等を業として行う者をいう。 

17 この法律において「関連事業者」とは、引取業者、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者をいう。 

 

（引取業者の登録） 

第四十二条 引取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登

録を受けなければならない。 

２ 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 

３ 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この条において「登録の有効期間」という。）

の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその

処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

４ 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了

の日の翌日から起算するものとする。 

 

（再資源化預託金等の預託義務） 

第七十三条 自動車（第三項に規定するものを除く。以下この項及び次項において同じ。）の所有者は、当該自

動車が最初の自動車登録ファイルへの登録（道路運送車両法第四条の規定による自動車登録ファイルへの登

録をいう。以下同じ。）を受けるとき（同法第三条に規定する軽自動車（同法第五十八条第一項に規定する検

査対象外軽自動車を除く。）にあっては当該自動車が最初の自動車検査証の交付（同法第六十条第一項又は

第七十一条第四項の規定による自動車検査証の交付をいう。以下同じ。）を受けるとき、同法第五十八条第一

項に規定する検査対象外軽自動車にあっては当該自動車が最初の車両番号の指定（同法第九十七条の三第一

項の規定による車両番号の指定をいう。以下同じ。）を受けるとき）までに、当該自動車に係る再資源化等料

金（次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該自動車に係る特定再資源化等物品を第二十一



条の規定により引き取るべき自動車製造業者等が第三十四条第一項の規定により公表した同表の中欄に掲

げる料金（当該自動車製造業者等が存しない場合又は当該自動車製造業者等を確知することができない場合

（次項各号において「製造業者不存在の場合」という。）にあっては、指定再資源化機関が第百八条第一項の

規定により公表した同表の下欄に掲げる料金）をいう。第三項において同じ。）に相当する額の金銭を再資源

化等預託金として資金管理法人に対し預託しなければならない。 

一 指定回収物品及び特定エアコンディショナ

ーのいずれも搭載されていない自動車 

第三十四条第一項第一号に

定める料金 

第百八条第一項第一号に

定める料金 

二 指定回収物品が搭載されている自動車（第

四号上欄に掲げる自動車を除く。） 

第三十四条第一項第一号及

び第二号に定める料金 

第百八条第一項第一号及

び第二号に定める料金 

三 特定エアコンディショナーが搭載されてい

る自動車（次号上欄に掲げる自動車を除く。） 

第三十四条第一項第一号及

び第三号に定める料金 

第百八条第一項第一号及

び第三号に定める料金 

四 指定回収物品及び特定エアコンディショナ

ーのいずれも搭載されている自動車 

第三十四条第一項各号に定

める料金 

第百八条第一項各号に定

める料金 

２ 自動車の所有者は、当該自動車が前項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検

査証の交付若しくは最初の車両番号の指定を受けた後に、当該自動車に次の各号に掲げる物品を搭載した場

合には、当該自動車を使用済自動車として引取業者に引き渡すときまでに、それぞれ当該各号に掲げる料金

に相当する額の金銭を当該自動車に係る再資源化等預託金として資金管理法人に対し追加して預託しなけ

ればならない。 

一 指定回収物品 当該自動車に係る第三十四条第一項第二号に定める料金（製造業者不存在の場合にあっ

ては、第百八条第一項第二号に定める料金） 

二 特定エアコンディショナー 当該自動車に係る第三十四条第一項第三号に定める料金（製造業者不存在

の場合にあっては、第百八条第一項第三号に定める料金） 

３ 自動車（道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供しないことその他の理由により、自動車登

録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付若しくは車両番号の指定を受けることを要しない自動車に限

る。以下この項において同じ。）の所有者は、当該自動車を使用済自動車として引取業者に引き渡すときまで

に、当該自動車に係る再資源化等料金に相当する額の金銭を再資源化等預託金として資金管理法人に対し預

託しなければならない。 

４ 第一項又は前項の規定により再資源化等預託金を預託する自動車の所有者は、当該自動車に係る情報管理

料金（第百十四条に規定する情報管理センター（以下この章、次章及び第六章第一節において単に「情報管

理センター」という。）が、当該自動車が使用済自動車となった場合において当該使用済自動車について行う

同条の情報管理業務に関し、政令で定めるところにより主務大臣の認可を受けて定める料金をいう。以下同

じ。）に相当する額の金銭を情報管理預託金として資金管理法人に対し預託しなければならない。 

５ 情報管理センターは、前項の認可を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該情報管理料金を

公表しなければならない。 

６ 資金管理法人は、第一項から第四項までの規定により預託をする者に対し、再資源化等預託金及び情報管

理預託金（以下「再資源化預託金等」という。）の管理に関し、政令で定めるところにより主務大臣の認可を

受けて定める料金を請求することができる。 

７ 資金管理法人は、前項の認可を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該料金を公表しなけれ

ばならない。 

 


